
 

野田市農地利用最適化推進委員募集要項 

 

現在の農地利用最適化推進委員の任期満了に伴い、農業委員会は次のとおり

農地利用最適化推進委員を募集します。 

 

１ 募集人数  １４人 

  推進委員の担当区域及び募集人数は以下のとおりとする。 

担当区域 区  域 募集人数 

第１区域 

野田、上花輪、中野台、清水、堤台、中野台鹿島町、上花輪

新町、清水公園東一丁目、清水公園東二丁目、桜の里一丁

目、桜の里二丁目、桜の里三丁目、つつみ野一丁目、つつみ

野二丁目、岩名、五木、谷津、吉春、蕃昌新田、座生、五木

新田、七光台、岩名一丁目、岩名二丁目、五木新町、春日

町、谷吉、泉三丁目、光葉町一丁目、光葉町二丁目、光葉町

三丁目、船形、中里、尾崎、東金野井、長谷、小山、莚打、

日の出町、尾崎台、泉一丁目、泉二丁目 

４人 

第２区域 

目吹、金杉、鶴奉、柳沢新田、宮崎新田、横内、中根新

田、大殿井、山崎、今上、桜台、花井新田、堤根新田、山

崎貝塚町、山崎梅の台、花井一丁目、みずき一丁目、みず

き二丁目、みずき三丁目、みずき四丁目、桜木、山崎新

町、梅郷、下三ケ尾、三ツ堀、瀬戸、瀬戸上灰毛、木野

崎、上三ケ尾、二ツ塚、西三ケ尾、大青田飛地 

５人 

第３区域 

関宿台町、関宿江戸町、関宿町、関宿元町、関宿内町、関

宿三軒家、平成、平井、東宝珠花、次木、親野井、古布

内、桐ケ作、柏寺、新田戸、中戸、東高野、西高野、関宿

江戸町飛地、関宿元町飛地、はやま、中戸谷津、なみき一

丁目、なみき二丁目、なみき三丁目、なみき四丁目、木間

ケ瀬、岡田、丸井、岡田新田、木間ケ瀬新田 

５人 

注 いわゆる飛地等については、その区域を囲む区域に属するものとみなす。 

 

 



２ 任期 

令和８年７月２０日以降委嘱をされた日から令和１１年７月１９日まで 

 

３ 身分 

野田市の非常勤特別職の職員 

 

４ 職務内容 

  農地利用の最適化に関する業務（担当区域内で活動及び総会等への出席） 

① 担い手への農地利用の集積・集約化、農地のあっせん 

② 遊休農地の発生防止と解消に向けた現場活動 

③ 新規就農の促進  

④ 地域計画の策定 など 

活動日数は月１３日以上を予定しています。 

 

 

５ 報酬 

月額５５，０００円 

 

６ 推薦を受ける者及び応募する者の資格 

  農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者 

  ただし、次のいずれかに該当する方は、農地利用最適化推進委員になること

ができません。 

（１）破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 

（２）拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受ける

ことがなくなるまでの者 

 ※農地利用最適化推進委員と農業委員の両方に推薦又は応募することができ

ますが、両委員を兼ねることはできません。 

 

７ 推薦及び応募に係る手続き 

下記（１）の指定様式に必要事項を記入し、（２）の添付書類を添えて、持

参又は郵送により、野田市農業委員会事務局（市役所７階）までご提出くださ

い。 

なお、推薦及び応募に係る書類は返却できませんのでご了承ください。 

（１）推薦及び応募様式 

○個人が推薦する場合 

個人からの推薦様式（野田市農用地利用最適化推進委員候補者用） 



○法人又は団体が推薦する場合 

   法人・団体からの推薦様式（野田市農地利用最適化推進委員候補者用） 

○本人が応募する場合 

    募集による応募様式（野田市農地利用最適化推進委員募集用） 

※個人及び団体から推薦をする場合は、それぞれ推薦書を提出してください。 

 

（２）添付書類 

  ○被推薦者（推薦を受ける者）又は応募者（応募する者）の住所が野田市外

の場合は、住民票（発行後３か月以内のものであって、本籍地が記載され

たものに限る） 

  ○同意書（推薦・応募共通様式） 

     

 

（３）推薦及び応募様式（用紙）の入手方法 

   次の窓口に備えてあります。 

また、野田市ホームページからもダウンロードできます。 

〈窓 口〉 ・野田市農業委員会事務局 

         （野田市鶴奉７－１ 野田市役所７階） 

        ・野田市関宿支所（配布のみとなります） 

（野田市東宝珠花２３７－１ いちいのホール１階） 

＜野田市ホームページ＞  

http://www.city.noda.chiba.jp/ ページ番号 1025212 

 

（４）提出先及び問い合わせ先 

〒２７８－８５５０ 

野田市鶴奉７－１ 

野田市農業委員会事務局 

電話０４－７１２３－２１２８（直通） 

 

８ 受付期間 

令和８年３月２日（月）から令和８年３月３１日（火）まで 

○窓口に持参される場合は、上記期間内の開庁日の午前８時３０分から 

午後５時１５分までに農業委員会事務局に提出してください。 

○郵送による場合は、３月３１日（火）必着。（消印有効ではありません） 

     

 

http://www.city.noda.chiba.jp/


９ 選考方法 

   提出された書類をもとに、野田市農業委員会運営委員会において選考を

行い、農業委員会総会の承認を得て決定します。 

※必要に応じて、面接等をさせていただく場合があります。 

※選考は、担当区域の農地の耕作状況や所有状況に精通し、区域において職

務を適切に行うことができること等を考慮して行います。 

  なお、選考結果については、書面にて７月上旬までに本人宛に通知します。 

     

１０ 推薦及び応募状況の公表 

法令の規定により、推薦用紙及び応募用紙に記載された事項は、住所及び

電話番号を除き、募集期間中（中間）及び募集期間終了後にホームページで

公表します。 

 


